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１．施設経営法人

　法人名 　社会福祉法人由起会

　法人所在地 　長崎県佐世保市上柚木町２５１５番地

　代表者氏名 　品川　一博

　電話番号 　0956－46 - 0988

　ＦＡＸ 　0956－46 - 1664

　設立年月日 　昭和５６年　８月　１１日（法人認可）

２．ご利用施設

　特定施設入居者生活介護指定　ケアハウス

　介護予防特定施設入居者生活介護

平成２２年　５月　１日　　指定　長崎県　　４２７０２０３９３０

　特定施設入居者生活介護

　　 平成２２年　５月　１日　　指定　長崎県　　４２７０２０３９３０

　施設の目的 　人と人とのふれあいを大切にし、最高に価値あるものをすべての人に。

　施設の名称 　特定施設入居者生活介護指定　軽費老人ホーム　ケアハウス　フォレスト四季の里

　施設の所在地 　長崎県佐世保市柚木町２４０９番地

　施設長（管理者）氏名 　品川　裕子

　電話番号 　0956－41－8585

　FAX番号 　0956－41－8586

　開設年月日 　平成２２年　　５月　　１日  （ケアハウス開設は平成１４年　４月　１日）

　・社会福祉法人としての社会的責任を持って、常に積極的な経営を目指します。

　・個人の尊厳を大切にし、安らぎと信頼のある施設を目指します。

　・地域社会と積極的に交流を図り、地域福祉に貢献できる施設を目指します。

　・「聞く」「理解する」「共感する」を介護の基本として、質の高いサービス提供

　　のため、介護の専門性向上に努めます。

　ＪＲ佐世保駅より車で２５分

　ＪＲ佐世保駅よりバスで柚木行　所要時間４５分

　損害賠償責任保険加入先 　東京海上日動火災保険株式会社

　施設の種類

　当施設の運営方針
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３．施設の概要

（１）　敷地及び建物

　 　４，７３６㎡

　鉄筋コンクリート構造４階建

　３，８９９、５８㎡

　５０名

（２）　主な設備

 個人居室 室 　Ａタイプ　２８，５９㎡　　　Ｂタイプ　３５，１０㎡

　夫婦部屋 室 　Ｃタイプ　４６，９８㎡

 浴室 室 　１Ｆ 大浴室　　４Ｆ 個人浴

 共同トイレ 室 　１Ｆ ～　４Ｆまで全て車椅子対応

 洗濯室 室 　１Ｆ １カ所　　２・３Ｆ 各２カ所

 談話コーナー 室 　１Ｆ １カ所　　２・３Ｆ 各２カ所

 メインダイニング 箇所 　２Ｆ 　１７３，４㎡

　カルチャールーム 箇所 　１Ｆ   ６０，１９㎡

　静養室 箇所 　１Ｆ   １７，５８㎡

　座敷 箇所 　１・２・３Ｆ　各１カ所　（各６畳）

　相談室 箇所 　１Ｆ　 ２７㎡

　大浴室 箇所 　１Ｆ　 ８４．７㎡（脱衣所含む）

2

46

1

3

3

1

1

1

1

2

備　　　考

備　　　考

ユニットの居室・設備 室　　　数
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４．職員体制

当施設では、ご契約者に対してサービスを提供する職員として、以下の職種の職員を配置しています。

①主な職員の配置状況

 施設管理者として職員の管理、調整、業務実施の把握、その他

 必要な指揮、命令など

 入居生活者全般の相談、助言、その他入居生活に関わる連絡

 調整、事務処理など

2 名  入居者の健康管理、医療面の助言、病院受診の援助など

9 名  特定施設入居者生活介護に関わる直接処遇の介護全般の実施など

 身体能力の維持向上を目指した機能訓練に関わる評価、計画の

 作成、実施など

 施設介護サービス計画（ケアプラン）の作成、実施、評価、相談、及び

 サービス提供に関する総合的な連絡調整など

1 名  施設内の食事に関わる、栄養管理、個別メニューの検討など

②主な職種の勤務体制

 看護職員 　日勤　　　８：３０　 ～    １７：４５ 　     早出　　　７：３０   ～   １６：４５

 介護職員 　夜勤 １７：００　～　　　９：００

③医師（嘱託医）

　  医療機関の名称   介護老人保健施設コスモス

 医師の氏名   品川　一博

 所在地 　長崎県佐世保市上柚木町２５１５

 電話番号 　０９５６－４６－０９８８

　  医療機関の名称   品川医院

 医師の氏名   品川　知明

 診療科目 　内科・循環器科・リハビリテーション科

 所在地 　長崎県佐世保市柚木町２１８８

 電話番号 　０９５６－４６－０００５

 医療機関の名称 　山口歯科

 医師の氏名 　山口　真広

 診療科目 　歯科

 所在地 　長崎県佐世保市瀬戸越３丁目５-５

 電話番号 　０９５６-４０-６４８０

2 名 生活相談員

 介護支援専門員 2

職  種 人  数 主 な 業 務

 施設長 1 名

 看護職員

 介護職員

 機能訓練指導員 1 名

 栄養士

名

職    種 勤   務   体   制 
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５．当施設が提供するサービス

①介護保険サービス

 ・栄養士の立てる献立表により、栄養並びに利用者の身体の状況及び嗜好を考慮

 した食事を提供します。

 ・食事中は緊急事態や必要に応じた食事介助のため、介護職員を配置します。

 （食事時間）

 朝食 　７：４５　～　　８：３０

 昼食 １１：４５　～　１２：４５

 夕食 １７：００　～　１７：４５

 ・入浴は原則週２回以上ご利用できます。

 ・ご契約者様の身体状況に沿った介護サービスを行います。

 ・排泄の自立を促すため、ご契約者の身体能力を最大限活用した支援を行います。

 ・居室内での日常生活全般において、自立生活の継続を目標に身体能力を最大限

 活用した介護サービス計画に沿った支援を行います。

・原則、掃除・リネン交換は1週間に1回、洗濯物はご家族様で週に1回程度お持ち帰り

洗濯していただくか、業者委託となります。※業者委託の料金は次頁参照

 ・嘱託医や看護職員が、健康管理を行います。また、緊急時必要な場合には、主治医

 あるいは協力医療機関などに責任を持って引き継ぎます。

・協力医療機関以外への定期受診は原則として御家族対応でお願いします。

　（急変時は除きます。）

・当施設は、利用者及びその家族から、利用者の生活についてのあらゆるご相談に

 誠意をもって応じ、可能な限り必要な援助を行うよう努めます。

 ・当施設は、利用者からの要望等を考慮し年間行事計画を作成し、教養娯楽・日常

 生活支援・サークル等の事業を行います。

 ・ご契約者様本人のご希望、身体状況、生活状況、ご家族の希望を取り入れ、施設

 介護計画を作成します。

 ・施設サービス計画についての詳細は、７頁６　に記載しています。

 ・身体能力の維持・向上を目標に、機能訓練指導員が、ご本人の身体状況などに

 沿った個別機能訓練計画を作成し、同意のもとで個別機能訓練を行います。

 ・施設行事計画に沿ったレクレーション行事を企画します。

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　注：特定施設入居者生活介護の定員は２９名迄です　　

施設サービス計画書
の作成

個別機能訓練

レクレーション行事
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②介護保険対象外サービス

 ご契約者様のご希望や栄養管理上の理由に基づいて、二度炊き

 粥食、きざみ食等の提供ができます。

 ご契約者様は原則、食堂にて食事をとっていただくことになって

おります。正当な理由なく食事の居室への配膳をご希望される

場合は料金が発生いたします。

 ご希望に沿って、紙おむつ、パット類、リハビリパンツなどの

 提供を致します。

協力医療機関（品川医院）以外の通院が必要な場合は、

ご家族様でご対応いただくか、有料ヘルパーの通院同行サービス

のご利用をお願い致します。

ご家族様、有料ヘルパーでの対応が困難場合は相談の上、当施設職員

対応での通院同行を行います。

 ・原則、通帳などの財産に係わる貴重品の管理は行なって

おりません。

・日用品や食品を購入する程度の現金であれば、施設預り金

管理規程に基づきお預かり致します。

 ・行政機関等での書類申請交付、各種手続き等を代行致し

 ます。

 ご契約者様のご希望により、レクレーションやクラブ活動に参加

 していただく事ができます。

 材料費、行事費用など発生することがあります。

 ・洗濯物は原則、ご家族様で一週間に一度程度お持ち帰りいた

　だき洗濯・乾燥を行って下さい。

 ・持ち帰り洗濯ができない場合は業者委託となります。

 ・不定期的に近隣へのショッピングバスの運行を行います。

 ・買い物の代行を致します。（食料品以外）
 ・私的目的でのコピー機の使用ができます。
 ・当施設の利用において、介護保険が適応されないサービスを
 希望される場合には、その内容によっては実費負担が発生する
 場合もありますので、その都度ご相談ください。

実　　費

洗濯機の利用  ・施設設置の洗濯機を利用できます（ご自身で洗濯できる方のみ）

行政手続きの代行

レクレーション

種　　　　類 内　　　　　　　　　容 費用など

食事形態 無　　料

食事配膳
１回　１００円

（１食毎の配膳・下膳）

おむつ類の提供 実　　費

協力医療機関
以外の通院

　当施設職員対応で
の通院介助費

（３０分毎１，０００円）

貴重品などの管理 無　　料

実　　費

実　　費

クラブ活動

理美容サービス  ・月に１回　理・美容をご利用頂けます。

洗濯物の取り扱い
業者委託料金

洗濯物の乾燥時重量
１㎏につき６００円

洗濯１回　１００円

乾燥１回　１００円

買　　　　物
ガソリン代として

往復１００円

コピー機の使用 １枚　１０円

そ　の　他 実　　費
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　６．【１】　施設サービス計画について

①施設サービス計画書の作成

　・特定施設入居者生活介護のご契約者に対しては、介護支援専門員（ケアマネージャー）

　　が施設サービス計画（ケアプラン）を作成致します。

　・ご契約者が当施設で生活するにあたり、ご本人及び御家族の意向、心身の状況、置かれている

　　環境等を把握した上で、施設介護サービス（機能回復訓練、掃除、入浴、食事介助、おむつ交換

　　受診の付添等）が、総合的かつ効率的に提供されるように、施設サービス計画（ケアプラン）を

　　作成します。

　・施設サービス計画の作成にあたって、当施設のサービス内容などの情報を契約者又は家族に

　　対して提供し、契約者にサービスの選択をしていただきます。

②施設サービス計画書作成後の便宜の供与

　・ご契約者及びその御家族、サービスの担当者との連携を行い、施設サービスの実施状況を

　　お知らせ致します。

　・施設サービス計画の目標に沿って施設サービスが提供されるよう、サービス担当者との連携を

　　行います。

　・ご契約者の状況の変動を踏まえ、施設サービスの見直しを行います。

　・ご契約者様からは、施設サービスの利用状況、生活状況などお聞きし、把握を行います。

③施設サービス計画の変更

　・ご契約者が施設サービスの変更を希望した場合または、当施設が施設サービスの変更が必要と

　　判断した場合は、ご契約者及び御家族と当施設双方の合意に基づき、施設サービス計画の変更

　　を行います。

④施設サービス計画の同意

　・介護支援専門員（ケアマネージャー）は、前項で作成したサービス計画の原案に盛り込んだサービ

　　スについて、種類、内容について契約者及び家族に対して説明し、契約者の同意を得た上で決定

　　するものとします。また、同意を得た施設サービス計画書はご契約者に交付します。

⑤サービス担当者会議

　・ご契約者の意志や心身の状態に対応した、適切な介護サービスの提供を行っていくために、

　　サービスに関わる各担当者でのサービス担当者会議を定期的に行います。

　・御参加を希望されるご契約者及びその御家族はお申し出ください。

【２】　サービス提供における事業者の義務

　当施設では、ご契約者様に対してサービスを提供するにあたり、次のことを守ります。

　①ご契約者の生命、身体、財産の安全・確保に配慮します。

　②ご契約者の体調、健康状態から見て必要な場合には、医師又は看護職員と連携の上、ご契約者

　　 様から聴取、確認し対応致します。

　③ご契約者が受けている要介護認定の満了日の６０日前から、要介護認定の更新申請の為に

　　 必要な援助を行います。
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　④ご契約者に提供したサービスについて記録を作成し、５年間保管するとともに、ご利用者又は

　　 代理人の請求に応じて閲覧させ、複写を交付します。

　⑤ご契約者に対する身体拘束その他行動を制限する行為を行いません。

　　 但し、ご契約者又は他の契約者の生命、身体を保護する為に緊急やむを得ない場合には、記録

　　 を記載する等、適正な手続きにより身体などを拘束する場合があります。

　⑥事業者及びサービス従業者又は従業員は、サービスを提供するにあたって知り得たご契約者

　　 又は御家族に関する事項を正当な理由なく、第三者に漏洩しません。（守秘義務）

　　 但し、介護保険の医療機関連携加算を算定する場合、あるいはご契約者に緊急な医療上の必要

　　 性がある場合には、医療機関などにご契約者の心身等の情報を提供します。

７．苦情相談窓口

　当施設では、苦情の解決に向けて下記の通り苦情相談解決責任者、苦情相談窓口責任者、苦情相談受付

担当者及び第三者苦情受付窓口の体制を整えております。

①サービスに関する相談や苦情については、次の窓口で対応します。

 苦情相談解決責任者　　　品川　裕子　（施設長）

 苦情相談窓口責任者      石井　美千代

 苦情相談受付担当者　　　全職員

 受付時間　（９：００　～　１８：００）

 ＴＥＬ　　　０９５６－４１－８５８５

 ＦＡＸ　 　 ０９５６－４１－８５８６

※直接の相談は相談室などを利用し、プライバシーへの配慮をいたします。

②施設外部の第三者苦情受付窓口

 第三者委員　：　豊村　洋一郎　様

 ＴＥＬ ０９５６－４６－１１００

 第三者委員　：　三浦　俊治　様

 ＴＥＬ ０９５６－４６－１２５２

③行政機関その他苦情受付機関

佐世保市役所 住所：佐世保市八幡町１－１０

介護保険総合相談窓口 電話：０９５６－２４－１１１１

長崎県国民健康保険団体連合会 住所：長崎市今博多町８番地２

介護保険サービス苦情申立等相談窓口 電話：０９５－８２６－１５９９

長崎県社会福祉協議会 住所：長崎市茂里町３番２４号

（運営適正化委員会） 電話：０９５－８４２－６４１０

※苦情解決の詳細については、別紙「苦情解決の取り組みに関する実施要項」を参照ください。

第三者委員苦情相談窓口

ご利用方法

施設内ご利用相談窓口
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８．　非常時の対策

非常時の対応 「ケアハウス　フォレスト四季の里消防計画」に準じ対応を行います。

平常時の訓練など 「ケアハウス　フォレスト四季の里消防計画」に準じ対応を行います。

緊急事態の対応  緊急事態の対応マニュアルに準じ対応致します。

９．　当施設のご利用にあたって留意いただく事項

 ・ご契約者様の急変時は当施設職員対応で、救急搬送等の手配・同行を行ない

ますが、このような場合は入院、その他手続き等必要となりますのでご家族様

が搬送先の病院へ速やかに来ていただく事となります。

 ・衛生管理の観点から、危険物（刃物等）、獣類（ぺット等）などは、原則として

 持ち込むことができません。

 ・面会時間　９：００　～　１８：００（その他必要に応じて面会できます）

 ・来訪者は、必ず来館者名簿への記入を御願い致します。

 ・来訪される場合、食品（腐敗しやすいもの）の持込は御遠慮ください。

 ・職員の付添以外で外出、外泊をされる場合は、事前にお申し出頂き、外出

　 届、外泊届への御記入をお願いします。

 ・外出などにより食事が不要な場合は、前日までにお知らせください。

 ・浴室内での、毛染め、衣類の洗濯などは禁止です。

 ・その他、迷惑行為、浴室の汚染、浴室の破損、危険行為等固く禁止します。

 ・所定の場所（屋外喫煙所）以外での喫煙はできません。

 ・消防上の理由から、居室内での火気使用は御遠慮ください。

　 仏壇などの線香やロウソク、石油温風ヒータ、石油ストーブ等の火気使用

 　による暖房機器類の使用はお断り致します。その他暖房機器などについて

　 は、一度お問い合わせください。

 ・騒音、悪臭など他の入居者の迷惑になる行為は御遠慮ください。また、
　 むやみに他の入居者の居室に立ち入らないようお願いします。

　 原則、身の回りの所持品管理は、ご自身でお願い致します。

火気の使用

 ・のれん、絨毯等を使用される場合は防炎加工の施された製品をご使用ください。

迷惑行為等

所持品の管理
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緊急時の対応

持込の制限

来訪・面会

外出・外泊

食事

浴室の使用

喫煙



　 原則、身の回りの現金等管理は、ご自身またはお身内の方でお願い致します。

　 当施設内で、他の入居者に対する宗教活動、政治活動は御遠慮ください。

　　入居者は、入居者及び職員に対して物品の販売や購入勧誘等の行為を
　　してはいけません。

指定特定施設入居者生活介護サービスならびに指定介護予防特定施設入居者生活介護サービスの提供の

開始に際し、本書面に基づき重要事項の説明を行いました。

令和　　　　　年　　　　　月　　　　　日

特定施設入居者生活介護指定　ケアハウス　フォレスト　四季の里
　

説明者　 職種（　　　　　　　　　　）　　氏名 ㊞

私は、本書面に基づき事業者から重要事項の説明を受け、内容を理解しサービスの開始に同意致しました。

契約者 住所

氏名 ㊞

身元引受人及び家族代表者 住所

氏名 ㊞

物品販売及び勧誘

令和７年　４月　改訂
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宗教活動・政治活動

現金等の管理


